
 規程第２０号 

制定 平成２７年１１月２日 

 
一般社団法人 環境不動産普及促進機構 

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 
 
 当機構は、個人番号及び特定個人情報（以下、「特定個人情報等」という）の適正な取扱

いの確保について組織として取り組むため、本基本方針を定めます。 
 
１ 事業者の名称 

一般社団法人 環境不動産普及促進機構 
 
２ 関係法令・ガイドライン等の遵守 

当機構は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」、「個人情報の保護に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン（事業者編）」を遵守して、特定個人情報等の適正な取扱いを行います。 
 
３ 安全管理措置に関する事項 
  当機構は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の適 

切な管理のために、別途「特定個人情報等取扱規程」を定め、これを遵守します。 
 
４ 継続的改善 
  当機構は、特定個人情報等を適切に保護するために、特定個人情報等を保護する体制を 

整備し、定められたとおり実行し、定期的に確認を行い、継続的改善を行うように努め 
ます。 

 
５ ご質問および苦情処理等の窓口 
  当社における特定個人情報等の取扱いに関する質問および苦情に関しては下記の窓口 

にご連絡ください。 
 
【会 社 名】 一般社団法人 環境不動産普及促進機構 
【住   所】 〒105-0001 

 東京都港区虎ノ門一丁目１６番４号 アーバン虎ノ門ビル 2F 
【窓口の部署】 総務部 
【 T E L 】03-6268-8015 【 Ｆ Ａ Ｘ 】03-3504-8826 
 
附  則 

  （施行期日） 
第１条 この規程は、平成２７年１１月２日から施行する。 
 


